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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を記録媒体に噴射可能な記録ヘッドと、
　前記記録媒体を保持する記録媒体保持ユニットと、
　前記記録媒体を前記記録ヘッドに搬送する搬送ユニットと、
　前記記録ヘッドと前記搬送ユニットとを収容し、前記記録媒体保持ユニットが挿入され
る筐体と、
　前記筐体の側面に形成され、前記記録媒体保持ユニットを挿入する挿入口と、
　前記液体を収容する液体収容体と、
　前記筐体の前記挿入口が形成された側面に隣接する少なくとも一方の外側面に着脱可能
に装着され、前記液体収容体を格納するケースと、
　前記液体収容体から前記筐体の内部に前記液体を供給する供給部と、
　を備え、
　前記ケースの下方には、前記ケースよりも剛性が高く、指を掛けるための指掛け部が形
成されたガード部が形成されていることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置であって、
　前記ガード部は、少なくとも一部が前記ケースの側面に延在していることを特徴とする
記録装置。
【請求項３】
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　請求項１または請求項２に記載の記録装置であって、
　前記ガード部と前記ケースとの間には隙間が形成されることを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の記録装置であって、
　前記隙間における高さ方向の距離は、前記筐体側から前記筐体と反対側に位置するほど
長く設定されることを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記ガード部の上面の面積は、前記ケースの底面積と同等以上であり、前記ガード部は
前記ケースの底面に対向する領域に配置されることを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記ガード部は、前記筐体に着脱可能に設けられ、
　前記筐体に設けられた凹部と、
　前記ガード部に設けられ、前記凹部に挿入されて係合する係合部と、を備えたことを特
徴とする記録装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の記録装置であって、
　前記ガード部の前記係合部の下端の位置は、前記筐体の底面の位置にあることを特徴と
する記録装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記ガード部は、前記筐体に一体に形成されることを特徴とする記録装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記ガード部は金属フレームを含み、当該金属フレームは前記筐体の金属フレームに固
定されることを特徴とする記録装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記筐体の両側に、前記ケース及び前記ガード部が備えられることを特徴とする記録装
置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の記録装置であって、
　一方の前記ガード部は前記筐体に一体に成型され、他方の前記ガード部は前記筐体に着
脱可能に設けられることを特徴とする記録装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記液体収容体が可撓性であることを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、記録装置の一種として、記録ヘッドから用紙等に対してインクを噴射して印
刷を行うインクジェット式プリンターが知られている。このようなインクジェット式プリ
ンターにおいては、比較的大量の印刷を行う場合にプリンターヘッドへ連続的に安定して
インクを供給するために、インクジェット式プリンターの本体装置とは別体に外部インク
供給装置（液体供給装置）を備え、プリンターヘッドにインクを供給する構成が提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。
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【０００３】
　こうした液体供給装置には、大容量のインクパック（液体収容体）を内部に収容したケ
ースが備えられ、インクパックと本体装置内のプリンターヘッドとを連通するインク供給
チューブによって、インクが供給される。
【０００４】
　このようなインクジェット式プリンターは、本体装置とは別体にケースが備えられるた
め、使用者がインクジェット式プリンターを移動しようとする際には、使用者は、本体装
置とケースとを別々に保持して移動しなければならない。そこで、本体装置にケースを装
着した状態で移動させる方法がある。
　インクジェット式プリンターを移動する際に、使用者は、本体装置の外側に装着された
ケースの下部に手を掛けて持ち上げて移動させようとする。そのため、ケースが変形また
は損傷しないように、ケースの剛性を高くしなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２０２３４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ケースの剛性を高くすると、ケースを含めたインクジェット式プリンタ
ーの製造コストが増加するという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【０００８】
　［適用例１］液体を記録媒体に噴射可能な記録ヘッドと、前記記録媒体を保持する記録
媒体保持ユニットと、前記記録媒体を前記記録ヘッドに搬送する搬送ユニットと、前記記
録ヘッドと前記搬送ユニットとを収容し、前記記録媒体保持ユニットが挿入される筐体と
、前記筐体の側面に形成され、前記記録媒体保持ユニットを挿入する挿入口と、前記液体
を収容する液体収容体と、前記筐体の前記挿入口が形成された側面に隣接する少なくとも
一方の側面に着脱可能に装着され、前記液体収容体を格納するケースと、前記液体収容体
から前記筐体の内部に前記液体を供給する供給部と、を備え、前記ケースの下方には、前
記ケースよりも剛性が高いガード部が形成されていることを特徴とする記録装置。
【０００９】
　本適用例によれば、ケースの下方には、ケースよりも剛性が高いガード部が形成されて
いる。これにより、使用者は、ガード部に手を掛けて、ケースが筐体に装着された状態の
記録装置を持ち上げて移動させれば、ケースが変形または損傷することを防止できる。そ
のため、ケースの剛性を高くしなくてもよいので、ケースを含めた記録装置の製造コスト
の上昇を抑制できる。
【００１０】
　［適用例２］前記ガード部は、少なくとも一部が前記ケースの側面に延在していること
を特徴とする上記記録装置。
【００１１】
　本適用例によれば、ケースに応力がかかり変形または変位し、ケースの底部が変形また
は変位しても、ケースの側面は延在部に当接し、それ以上のケースの変形または変位が停
止する。これにより、ケースが破損または変形することを抑制できる。また、使用者の手
がケースの底部下部に侵入し、ケースの底部に手が掛かることを防止できるので、使用者
がケースの下部を直接保持することによるケースの破損を防止できる。
【００１２】
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　［適用例３］前記ガード部と前記ケースとの間には隙間が形成されることを特徴とする
上記記録装置。
【００１３】
　本適用例によれば、使用者が、ガード部に手を掛けて記録装置を持ち上げようとすると
き、ガード部に作用する力が、隙間によって遮断されるため、ケースに力が及ばない。こ
れにより、ケースが変形または損傷することを防止できる。
【００１４】
　［適用例４］前記隙間における高さ方向の距離は、前記筐体側から前記筐体と反対側に
位置するほど長く設定されることを特徴とする上記記録装置。
【００１５】
　本適用例によれば、使用者がガード部に手を掛けて持ち上げようとしたとき、ガード部
が傾いてガード部の筐体と反対側がケースに当接することを抑制できる。これにより、ガ
ード部に作用する上向きの力がケースに及ぶことを抑制できる。
【００１６】
　［適用例５］前記ガード部の上面の面積は、前記ケースの底面積と同等以上であり、前
記ガード部は前記ケースの底面に対向する領域に配置されることを特徴とする上記記録装
置。
【００１７】
　本適用例によれば、使用者の手がケースの下部に侵入し、ケースの下部に手が掛かるこ
とを防止できる。
【００１８】
　［適用例６］前記ガード部は、前記筐体に着脱可能に設けられ、前記筐体に設けられた
凹部と、前記ガード部に設けられ、前記凹部に挿入されて係合する係合部と、を備えたこ
とを特徴とする上記記録装置。
【００１９】
　本適用例によれば、ガード部を筐体に固定できる。これにより、使用者は、ガード部に
手を掛けて記録装置を持ち上げながら移動させることができる。
【００２０】
　［適用例７］前記ガード部の前記係合部の下端の位置は、前記筐体の底面の位置にある
ことを特徴とする上記記録装置。
【００２１】
　本適用例によれば、ケースの底面の位置を低くすることができる。これにより、ケース
に格納される液体収容体の液体収容量を増加させることができる。
【００２２】
　［適用例８］前記ガード部は、前記筐体に一体に形成されることを特徴とする上記記録
装置。
【００２３】
　本適用例によれば、製造コストの増加を抑制できる。
【００２４】
　［適用例９］前記ガード部は金属フレームを含み、当該金属フレームは前記筐体の金属
フレームに固定されることを特徴とする上記記録装置。
【００２５】
　本適用例によれば、剛性の高いガード部が構成され、ガード部は筐体に強固に固定され
る。
【００２６】
　［適用例１０］前記筐体の両側に、前記ケース及び前記ガード部が備えられることを特
徴とする上記記録装置。
【００２７】
　本適用例によれば、ケースに格納される液体収容体の個数が増えるので、液体収容体に
収容する液体収容量が増加する。
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【００２８】
　［適用例１１］一方の前記ガード部は前記筐体に一体に成型され、他方の前記ガード部
は前記筐体に着脱可能に設けられることを特徴とする上記記録装置。
【００２９】
　本適用例によれば、記録装置の製造コストの上昇を抑制できる。
【００３０】
　［適用例１２］前記ガード部には、指が掛かるための指掛け部が形成されていることを
特徴とする上記記録装置。
【００３１】
　本適用例によれば、使用者は、ガード部を安定して保持できる。
【００３２】
　［適用例１３］前記液体収容体が可撓性であることを特徴とする上記記録装置。
【００３３】
　本適用例によれば、液体の消費に応じて液体収容体が収縮するので、液体収容体内部が
負圧となってしまうことにより液体が記録ヘッド側に供給不可となることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】記録装置の外観斜視図。
【図２】筐体の上部を取り外した状態における記録装置の斜視図。
【図３】インク収容体の斜視図。
【図４】（ａ）は、ケースの外観斜視図、（ｂ）は、ケースとガード部とが筐体に装着さ
れた部分を正面側から見た図。
【図５】ケースの固定部と、ケースの下側に設けられたガード部の部分を拡大した断面図
。
【図６】実施形態２における記録装置の外観斜視図。
【図７】実施形態３における記録装置の外観斜視図。
【図８】実施形態４におけるケースの固定部と、ケースの下側に設けられたガード部の部
分を拡大した断面図。
【図９】実施形態４における筐体の底板部に固定された対向部材を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　（実施形態１）
　以下、記録装置の一実施形態について、図面に従って説明する。図１（ａ）は、本実施
形態における記録装置としてのインクジェット式プリンター（以降は、プリンターと称す
る）１を正面左側から見た外観斜視図である。プリンター１は、インク（液体）を噴射し
て画像を形成する印刷部３、不図示の原稿などを読み取る読取部２、ケース５，６を備え
ている。印刷部３と読取部２とによって本体装置が構成される。
【００３６】
　ケース５は、本体装置の筐体４の左側の側面４ｃに着脱可能に装着され、ケース６は、
筐体４の右側の側面４ｂに着脱可能に装着される。ケース５，６には、インクを収容する
液体収容体としてのインク収容体３０（図３参照）が格納される。ケース５は、モノクロ
インクを収容する一個のインク収容体３０を格納する。ケース６は、イエローインク、マ
ゼンタインク、シアンインクのカラーインクをそれぞれ収容する３個のインク収容体３０
を格納する。
【００３７】
　読取部２は、印刷部３の上に配置されている。読取部２は、ガラスなどの透明板状部材
によって形成された不図示の原稿台を備え、原稿台に載置された原稿を読み取ることが可
能である。また、読取部２上には、不図示のヒンジ部を介して読取部２の後面における上
端部に連結されるオートドキュメントフィーダー２８が配置されている。オートドキュメ
ントフィーダー２８は、積層された複数の原稿を一枚ずつ反転させながらガラスなどの透
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明板状部材によって形成された不図示の読取窓上に順次給送して原稿を読み取ることが可
能である。
【００３８】
　筐体４の正面側の側面４ａには、開口部１３が形成される。開口部１３における下側の
領域には、記録媒体保持ユニットとしての用紙カセット１２が前後方向において挿抜可能
に設けられる。すなわち開口部１３における下側の領域は、用紙カセット１２が筐体４に
対して着脱自在に装着されるための挿入口となる。用紙カセット１２の上側には、印刷部
３の内部で印刷された不図示の用紙が搬送される搬送路１１が設けられる。開口部１３に
おける上側の領域には、印刷された用紙の排紙口が形成される。
【００３９】
　用紙カセット１２には、複数の用紙が積層状態で載置される。用紙カセット１２に載置
された用紙は、筐体４の内部に一枚ずつ供給され、印刷された用紙が開口部１３における
上側に形成された排紙口から排出されて不図示の排紙トレイに載置される。
【００４０】
　本体装置の正面側には、電源のオン・オフ操作や、印刷条件や読み取り条件の設定など
を行うための操作ボタン１０が備えられる。また、本体装置の正面側には、印刷条件や読
み取り条件を表示するための液晶パネルなどによって構成される表示部１９が備えられる
。
【００４１】
　図２は、筐体４の上部を取り外した状態におけるプリンター１の斜視図である。搬送路
１１の上方には、主走査方向である左右方向に往復移動可能なキャリッジ２１が設けられ
ている。キャリッジ２１内には、キャリッジ２１の下面から露出するように、インクを噴
射する記録ヘッド２０が備えられている。
【００４２】
　印刷部３には、用紙を反転する不図示の反転ユニットが備えられ、搬送路１１の下側に
備えられた用紙カセット１２内の用紙Ｐは、反転ユニットにより、一枚ずつ反転されなが
ら搬送路１１上へ後側から給送される。
【００４３】
　また、印刷部３には、不図示の、搬送ローラー、紙送りモーターなどを含んで構成され
る搬送ユニットが備えられ、搬送ユニットによって用紙Ｐが搬送路１１に沿って後側から
前側に向かって搬送される。搬送される用紙Ｐに対して、キャリッジ２１に備えられて往
復移動する記録ヘッド２０からインクを噴射することにより用紙Ｐに印刷が行われる。
【００４４】
　前述したように、搬送路１１上で印刷された用紙Ｐは、開口部１３における用紙カセッ
ト１２よりも上側の領域によって構成される排紙口から順次排紙される。
【００４５】
　前側が開口した矩形箱状をなすホルダーケース２４内には、左右方向に並ぶ４個の中空
のインク供給針（不図示）が備えられている。
【００４６】
　各インク供給針は、前後方向に延びるとともに、ホルダーケース２４の側壁を貫通して
いる。可撓性のインク供給チューブ２５の一端側は、各インク供給針の後端部に接続され
、インク供給チューブ２５の他端側は記録ヘッド２０に接続されている。
【００４７】
　１本の可撓性の接続チューブ２２の一端側は、インク供給針の前端部と接続され、接続
チューブ２２の他端側は、ケース５に格納されるインク収容体３０と接続される（図３参
照）。
【００４８】
　３本の可撓性の接続チューブ２３の一端側は、各インク供給針の前端部と接続され、接
続チューブ２３の他端側は、ケース６に格納されるインク収容体３０と接続される（図３
参照）。
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【００４９】
　図３は、インク収容体３０の斜視図である。インク収容体３０は、インクを収容するイ
ンク袋３３を備えている。インク袋３３における上端側には、支持部材（ハンガー部材）
３２が固定されている。
【００５０】
　インク袋３３は、２つの矩形状の可撓性フィルムの周縁に筒状のインク導出部（図示略
）を挟んだ状態でこれら２つの可撓性フィルムの周縁同士を溶着することによって形成さ
れる。
【００５１】
　インク収容体３０の上部には、弁体部（図示略）が設けられており、キャップ３１を押
し下げる方向に回転させることによって弁体部が動作し、インク収容体３０の内部と接続
チューブ２２，２３とが連通状態となる。
【００５２】
　図２のケース５に収容されたインク収容体３０から接続チューブ２２、インク供給針、
インク供給チューブ２５を介して、記録ヘッド２０にモノクロインクが供給される。また
、ケース６に収容されたインク収容体３０から接続チューブ２３、インク供給針、インク
供給チューブ２５を介して、記録ヘッド２０に、イエローインク、マゼンタインク、シア
ンインクのカラーインクがそれぞれ供給される。
【００５３】
　図１（ａ）のケース５は、ケース５を筐体４の側面４ｃに固定する固定部８、ケース５
内部にインク収容体３０を取り付けたり、取り外したりするために開閉可能な蓋体７を有
する。固定部８の下側には、ガード部１８が備えられる。ガード部１８には、使用者の手
の指が掛かるための指掛け部９が設けられる。高さ方向において、ガード部１８の底面１
８ａの位置は、筐体４の底面４ｄの位置と同じである。
【００５４】
　図１（ｂ）は、プリンター１を正面右側から見た外観斜視図である。ケース６は、ケー
ス６を筐体４の側面４ｂに固定する固定部１５、ケース６内部にインク収容体３０を取り
付けたり、取り外したりするために開閉可能な蓋体１４を有する。固定部１５の下側には
、ガード部６０が備えられる。ガード部６０には、使用者の手の指が掛かるための指掛け
部１６が設けられる。高さ方向において、ガード部６０の底面６０ａの位置は、筐体４の
底面４ｄの位置と同じである。
【００５５】
　ケース５，６の上面の位置は、読取部２の原稿台の位置より下側の位置にある。これに
より、使用者が、オートドキュメントフィーダー２８を回動させて原稿台が露出した状態
にし、原稿台に原稿を置いたり、原稿台から原稿を取り除いたりするときに、ケース５，
６が支障とならない。
【００５６】
　図４（ａ）は、ケース６の外観斜視図である。ケース６には、インク収容体３０を収容
する格納部３５が備えられる。格納部３５の下端は、固定部１５に固定される。格納部３
５の上側が開口し、使用者はインク収容体３０を格納部３５内に取り付けたり、格納部３
５内から取り出したりすることができる。
【００５７】
　蓋体１４は、一点鎖線に示す回動軸３６を支点として矢印方向に回動可能に備えられる
。蓋体１４の筐体４側は開口し、蓋体１４を図４（ａ）の状態から回動させて図１（ｂ）
の閉じた状態にさせることにより、蓋体１４は格納部３５を覆う。
【００５８】
　図４（ｂ）は、ケース６とガード部６０とが筐体４に装着された部分を正面側から見た
図である。ガード部６０には、図１（ｂ）に示すように、前後方向に延びる指掛け部１６
が設けられる。
【００５９】
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　図５は、ケース６の固定部１５と、ケース６の下側に設けられたガード部６０の部分を
拡大した図で、正面側から見た断面図である。筐体４には、筐体４の側面４ｂから内側に
窪む凹部４ｅが設けられ、ケース６の固定部１５には、外側に突出する係合部としての突
出部１５ａが設けられ、凹部４ｅに固定部１５の突出部１５ａが挿入されて係合する。
【００６０】
　固定部１５の下側には、ガード部６０が設けられる。ガード部６０は、金属製の板状部
材である対向部材４４（斜線で示した部材）、対向部材４４を支持する支持部４３、支持
部４３と接続されて突出する突出部４６を有する。
【００６１】
　対向部材４４は、固定部１５の底壁１５ｂと対向する位置に設けられて左右方向に延び
る水平板部４４ｂ、水平板部４４ｂの外側に位置して下側に突出する先端部４４ｃ、筐体
４の側面４ｂに沿って上下方向に延びる垂直板部４４ａを有する。
【００６２】
　支持部４３には、壁面４０ａがＵ字状に曲がり下側に突出する突出部４０が形成される
。突出部４０の外側（右側）には、対向部材４４より上方に延びる延在部４０ｂが形成さ
れる。延在部４０ｂは、固定部１５における側面１５ｃより下方の内側で、底壁１５ｂに
接続する側面１５ｄの外側に位置し、上下方向において、延在部４０ｂは、側面１５ｄと
重なる位置に配置される。
【００６３】
　突出部４０の筐体４側には、左右方向に延びる壁面４１、壁面４１と接続されて上下方
向に延びる壁面４２が形成される。突出部４０、壁面４１，４２によって突出部４０の筐
体４側には、下側に開口する溝部が形成される。
【００６４】
　使用者は、手の平を上向きにした状態で、突出部４０の下側における図面右側から複数
の指を侵入させ、指の先端が壁面４１に当接した状態で突出部４０を保持することができ
る。すなわち、突出部４０と壁面４１，４２とによって指掛け部１６が構成されている。
【００６５】
　対向部材４４の垂直板部４４ａは、支持部４３に形成された溝部４５に挿入し固定され
る。対向部材４４の水平板部４４ｂは、壁面４２の上側に突出する突出面４２ａに当接し
、支持される。
【００６６】
　支持部４３には、垂直板部４４ａから筐体４側に突出して係合する係合部としての突出
部４６が形成される。筐体４には、側面４ｂから内側に窪む凹部４ｆが形成される。凹部
４ｆに突出部４６が挿入され、ガード部６０は、筐体４に係合される。
【００６７】
　固定部１５の底壁１５ｂと対向部材４４の水平板部４４ｂとの間には、左右方向に延び
る隙間Ｇが設けられる。隙間Ｇの上下方向の距離Ｌは、筐体４側から筐体４と反対側に位
置するほど距離が長くなるように設けられている。
【００６８】
　本実施形態のケース６は、樹脂材料によって構成されている。ガード部６０に備えられ
た対向部材４４は、金属材料から構成されており、ガード部６０の剛性は、ケース６の剛
性より高く構成される。
【００６９】
　図１（ａ）のケース５の固定部８、ガード部１８の構成は、上述したケース６における
固定部１５、ガード部６０の構成と同じである。また、ケース５が装着される筐体４の側
面４ｃには、図５の側面４ｂの下部に設けられた凹部４ｅ，４ｆと同じ構成の凹部が設け
られており、固定部８の突出部、ガード部の突出部が側面４ｃに設けられた凹部に挿入さ
れて係合する。
【００７０】
　以上、本実施形態のプリンター１は、インクを用紙Ｐに噴射可能な記録ヘッド２０と、
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用紙Ｐを保持する用紙カセット１２と、用紙Ｐを記録ヘッド２０に搬送する搬送ユニット
と、記録ヘッド２０と搬送ユニットとを収容し、用紙カセット１２が挿入される筐体４と
、筐体４の側面４ａに形成され、用紙カセット１２を挿入する開口部１３と、インクを収
容するインク収容体３０と、筐体４の開口部１３が形成された側面４ａに隣接する側面４
ｂ，４ｃに着脱可能に装着され、インク収容体３０を格納するケース５，６と、インク収
容体３０から筐体４の内部にインクを供給する供給部（接続チューブ２２，２３）と、を
備え、ケース５，６の下方には、ケース５，６よりも剛性が高いガード部１８，６０が形
成されている。
【００７１】
　この構成によれば、使用者は、ガード部１８，６０に手を掛けて、ケース５，６が筐体
４に装着された状態のプリンター１を持ち上げて移動させれば、ケース５，６が変形また
は損傷することを防止できる。そのため、ケース５，６の剛性を高くしなくてもよいので
、ケース５，６を含めたプリンター１の製造コストの上昇を抑制できる。
【００７２】
　また、ガード部６０は、少なくとも一部がケース６の側面１５ｄに延在する延在部４０
ｂが設けられる。
【００７３】
　これによれば、ケース６に応力がかかり、ケース６の底部が変形または変位しても、ケ
ース６の側面１５ｄが延在部４０ｂに当接し、それ以上のケース６の変形または変位が停
止する。これにより、ケース６が破損または変形することを抑制できる。また、使用者の
手がケース６の底部下部に侵入し、ケース６の底部に手が掛かることを防止できるので、
使用者がケース６の下部を直接保持することによるケース６の破損を防止できる。
【００７４】
　また、図５のガード部６０の対向部材４４とケース６の固定部１５との間には隙間Ｇが
形成される。これによれば、使用者が、ガード部６０に手を掛けてプリンター１を持ち上
げようとするとき、ガード部６０に作用する力が、隙間Ｇによって遮断されるため、ケー
ス６に力が及ばない。これにより、ケース６が変形または損傷することを防止できる。
【００７５】
　また、隙間Ｇにおける高さ方向の距離Ｌは、筐体４側から筐体４と反対側に位置するほ
ど長く設定される。
【００７６】
　これによれば、使用者がガード部６０に手を掛けてプリンター１を持ち上げようとした
とき、ガード部６０に応力が掛かり、ガード部６０が上方に傾いてガード部６０の筐体４
と反対側（先端部４４ｃ、突出部４０）がケース５，６に当接することを抑制できる。こ
れにより、ガード部６０に作用する上向きの力がケース５，６に及ぶことを抑制し、ケー
ス５，６が変形または破損することを抑制できる。
【００７７】
　また、ガード部６０の上面の面積は、ケース５，６の底面積と同等以上であり、ガード
部６０の対向部材４４はケース６の底面に対向する領域に配置される。これによれば、使
用者の手がケース５，６の下部に侵入し、ケース５，６の下部に手が掛かることを防止で
きるので、使用者がケース５，６の下部を直接保持することによるケース５，６の破損を
防止できる。
【００７８】
　また、使用者がケース５，６を上から押さえた場合、ケース５，６が変形あるいは変位
してケース５，６の底部がガード部１８，６０に当接しても、ケース５，６は、ガード部
１８，６０に下方から支持されて、ケース５，６においてそれ以上の変形または変位が停
止される。これにより、ケース５，６が破損することを抑制できる。
【００７９】
　また、ガード部６０は、筐体４に着脱可能に設けられ、筐体４には内側に窪む凹部４ｆ
が設けられ、ガード部６０には外側に突出する突出部４６が設けられ、筐体４の凹部４ｆ
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にガード部６０の突出部４６が挿入されて係合する。
【００８０】
　これによれば、ガード部６０を筐体４に固定できる。これにより、筐体４の凹部４ｆに
ガード部６０の突出部４６が挿入されて係合した状態で、使用者は、ガード部６０に手を
掛けてプリンター１を持ち上げながら移動させることができる。
【００８１】
　また、ガード部６０の係合部としての突出部４６の下端の位置が、筐体４の底面４ｄの
位置にあってもよい。これによれば、ガード部６０の位置を下方の位置にすれば、ケース
５，６の底面の位置を低くすることができる。これにより、ケース５，６の高さ方向の長
さを長くできるので、ケース５，６に格納されるインク収容体３０のインクの収容量を増
加させることができる。
【００８２】
　また、ガード部６０における、対向部材４４、支持部４３、突出部４６を、金属または
樹脂などによって一体に形成してもよい。これによれば、部品の組み立てコストが不要と
なるので、製造コストの増加を抑制できる。
【００８３】
　ガード部６０には、指が掛かるための指掛け部１６が形成されている。これによれば、
使用者は、ガード部６０を安定して保持できる。
【００８４】
　また、筐体４の両側に、ケース５，６が備えられる。これによれば、ケース５，６に格
納されるインク収容体３０の個数が増えるので、インク収容体３０に収容するインクの収
容量が増加する。
【００８５】
　また、筐体の両側にガード部を備える場合、一方のガード部は筐体に一体に成型され、
他方のガード部は筐体に着脱可能に設けられるようにしてもよい。これにより、例えば、
モノクロインクを収容するインク収容体を格納したケースのみを装着するときは、筐体に
一体に成形されたガード部の上側にケースを装着する。そのため、プリンターの製造コス
トの上昇を抑制できる。
【００８６】
　また、インク収容体３０は、可撓性フィルムによってインク袋３３が構成される。これ
によれば、インクの消費に応じてインク収容体３０のインク袋３３が収縮するので、イン
ク収容体３０内部が負圧となってしまうことによりインクが記録ヘッド２０側に供給不可
となることを防止できる。
【００８７】
　（実施形態２）
　実施形態２では、筐体の一方の側にケースを備え、他方の側にはケースを備えない記録
装置について説明する。図６は、実施形態２における記録装置の外観斜視図である。
【００８８】
　図６は、実施形態１で説明した図１（ｂ）の筐体４の右側に備えられたケース６を取り
外した状態のプリンター１ａを示す。筐体４の左側の側面４ｃには、ケース５が備えられ
る。ケース５に収容されるインク収容体３０には、モノクロインクが収容され、プリンタ
ー１ａは、モノクロインクを使用する専用の記録装置である。
【００８９】
　ケース５の下部には、実施形態１で説明した指掛け部９（図１（ａ）参照）を有するガ
ード部１８が設けられる。筐体４の側面４ｂの下部には、指掛け部１７が設けられる。指
掛け部１７は、側面４ｂより内側に窪む凹部が前後方向に延びるようにして設けられる。
【００９０】
　このような構成により、筐体４におけるケースが装着されていない側を、使用者が手で
保持可能となる。プリンター１ａの他の構成は、実施形態１で説明したプリンター１の構
成と同じである。
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【００９１】
　（実施形態３）
　実施形態３では、外部記録媒体保持ユニットを備えた記録装置について説明する。図７
は、実施形態３におけるプリンター１ｂの外観斜視図である。
【００９２】
　プリンター１ｂは、実施形態１の印刷部３と読取部２によって構成される本体装置の下
側に、外部記録媒体保持ユニットとしての増設カセットユニット５１を備える。また、プ
リンター１ｂは、筐体４の左側の側面４ｃにケース５ａを着脱可能に備え、筐体４の右側
の側面４ｂにケース６ａを着脱可能に備える。
【００９３】
　増設カセットユニット５１には、前後方向に挿抜可能な用紙カセット５０が設けられる
。用紙カセット５０には、用紙Ｐが積載され、図示しない給送ユニットによって用紙Ｐが
１枚ずつ印刷部３に給送される。
【００９４】
　高さ方向において、ガード部１８の底面１８ａの位置は、増設カセットユニット５１の
底面５１ａの位置と同じである。同様に、高さ方向において、ガード部６０の底面６０ａ
の位置は、増設カセットユニット５１の底面５１ａの位置と同じである。
【００９５】
　この構成によれば、ケース５ａ，６ａの固定部８，１５の底面の位置を筐体４の底面４
ｄの位置より低い位置に配置できる。そのため、高さ方向において、蓋体７ａ，１４ａの
長さを長くできるので、蓋体７ａ，１４ａに覆われる格納部３５の長さを長くできる。こ
れにより、格納部３５に格納されるインク収容体３０の高さ方向の長さを長くできるので
の、インクの収容量が増加する。
【００９６】
　（実施形態４）
　実施形態４では、ガード部に含まれる金属フレームが筐体の金属フレームに固定された
プリンターについて説明する。本実施形態のプリンターの外観形状は、実施形態１で説明
した図１（ａ）、（ｂ）のプリンター１の外観形状と同じである。
【００９７】
　また、本実施形態のケース６は、実施形態１と同様に、図４（ａ）の回動可能な蓋体１
４を備え、図３のインク収容体３０を収容する格納部３５、格納部３５を固定する固定部
１５を有する。また、ケース６の下方には、図４（ｂ）の指掛け部１６が設けられたガー
ド部６０が備えられる。
【００９８】
　図８は、前方向から見た図で、ケース６の固定部１５と、ケース６の下側に設けられた
ガード部６０の部分を拡大した断面図である。ケース６の固定部１５には、筐体４の側面
４ｂに設けられた凹部４ｅに対して挿入または離脱可能な突出部１５ａが設けられ、ケー
ス６は、筐体４に着脱可能に備えられる。
【００９９】
　固定部１５の下側には、ガード部６０が設けられる。ガード部６０は、金属製の対向部
材８０（斜線で示した部材）、対向部材８０を覆うカバー部９０を備える。
【０１００】
　カバー部９０には、壁面９５がＵ字状に曲がり下側に突出する突出部９２が形成される
。突出部９２の外側（図面右側）には、対向部材８０より上方に延びる延在部９１が形成
される。延在部９１は、固定部１５における側面１５ｃより下方の内側で、底壁１５ｂに
接続する側面１５ｄの外側に位置し、上下方向において、延在部９１は、側面１５ｄと重
なる位置に配置される。
【０１０１】
　突出部９２の筐体４側には、左右方向に延びる壁面９３、壁面９３と接続されて上下方
向に延びる壁面９４が形成される。突出部９２、壁面９３，９４によって突出部９２の筐
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体４側には、下側に開口する溝部が形成される。
【０１０２】
　使用者は、手の平を上向きにした状態で、突出部９２の下側における図面右側から複数
の指を侵入させ、指の先端が壁面９３に当接した状態で突出部９２を保持することができ
る。すなわち、突出部９２と壁面９３，９４とによって指掛け部１６が構成されている。
【０１０３】
　対向部材８０は、固定部１５の底壁１５ｂと対向する位置に設けられる水平板部８０ｂ
、水平板部８０ｂの外側に位置して下側に突出する先端部８０ａ、上下方向に延びる垂直
板部８０ｃ、垂直板部８０ｃの下側に接続される底板部８０ｄを有する。
【０１０４】
　固定部１５の底壁１５ｂと対向部材８０の水平板部８０ｂとの間には、左右方向に延び
る隙間Ｇが設けられる。隙間Ｇの上下方向の距離Ｌは、筐体４側から筐体４と反対側に向
かって距離が長くなるように設けられている。
【０１０５】
　図９（ａ）は、筐体４の底板部７０に固定された対向部材８０，８５を示す斜視図であ
る。図１（ａ）のケース５の固定部８の下側にも、図８を用いて説明した本実施形態のガ
ード部６０と同じ構成のガード部１８が備えられ、ガード部１８には、対向部材８５が備
えられる。
【０１０６】
　対向部材８５は、対向部材８０の構成と同様に、固定部８の底壁（不図示）と対向する
位置に設けられる水平板部８５ｂ、水平板部８５ｂの外側（図面左側）に位置して下側に
突出する先端部８５ａ、上下方向に延びる垂直板部８５ｃ、垂直板部８５ｃの下側に接続
される底板部８５ｄを有する。
【０１０７】
　筐体４の底部を形成する底板部７０は、金属製の板状の部材によって構成される。対向
部材８０，８５の底板部８０ｄ，８５ｄは、底板部７０の下面７０ｃに溶接（例えばスポ
ット溶接）によってそれぞれ固定される。底板部８０ｄ，８５ｄと底板部７０とを、ネジ
によってそれぞれ固定してもよい。
【０１０８】
　水平板部８０ｂには、ネジ穴８３が設けられ、図８のカバー部９０に設けられた貫通孔
（不図示）を貫通するネジをネジ穴８３に螺合させ、カバー部９０を水平板部８０ｂに固
定する。同様に、水平板部８５ｂには、ネジ穴８６が設けられ、カバー部を水平板部８５
ｂにネジによって固定する。
【０１０９】
　垂直板部８０ｃと底板部８０ｄとの角部の内側には、複数の補強部材８１が備えられる
。図９（ｂ）は、補強部材８１の斜視図である。補強部材８１は、板状の本体部８１ａ、
本体部８１ａから立設する壁部８１ｂ，８１ｃ，８１ｄを有する。本体部８１ａには、壁
部８１ｃと壁部８１ｄとの間に切り欠き部８１ｅが形成される。
【０１１０】
　図８、図９（ａ）に示すように、本体部８１ａは、底板部８０ｄから立設した姿勢で備
えられる。壁部８１ｄは、底板部７０の上面７０ｂと溶接（例えばスポット溶接）によっ
て固定される。壁部８１ｄを底板部７０にネジによって固定してもよい。
【０１１１】
　壁部８１ｂは、垂直板部８０ｃと当接し、壁部８１ｃは、底板部８０ｄと当接する。底
板部７０の端部には、上面７０ｂから立設し端部に沿って延びる壁部７０ａが形成される
。補強部材８１は、壁部７０ａが切り欠き部８１ｅを通るようにして配置される。
【０１１２】
　このような構成によって、使用者が指掛け部１６を持って本実施形態のプリンターを持
ち上げたとき、対向部材８０における垂直板部８０ｃと底板部８０ｄとの角部が変形する
ことを抑制する。
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【０１１３】
　同様に、垂直板部８５ｃと底板部８５ｄとの角部の内側には、本体部８１ａが底板部８
５ｄから立設した状態で複数の補強部材８１が備えられ、使用者が図１（ａ）の指掛け部
９を持って本実施形態のプリンターを持ち上げたとき、対向部材８５における垂直板部８
５ｃと底板部８５ｄとの角部が変形することを抑制する。
【０１１４】
　図８、図９（ａ）に示すように、水平板部８０ｂと垂直板部８０ｃとの角部の内側には
、複数の補強部材８２が備えられる。図９（ｃ）は、補強部材８２の斜視図である。補強
部材８２は、板状の本体部８２ａ、本体部８２ａから立設する壁部８２ｂ，８２ｃを有す
る。補強部材８２は、本体部８２ａが水平板部８０ｂから下方に立設した姿勢で備えられ
る。
【０１１５】
　壁部８２ｂは、水平板部８０ｂと溶接（例えばスポット溶接）によって固定され、壁部
８２ｃは、垂直板部８０ｃに当接する。壁部８２ｂを水平板部８０ｂにネジによって固定
してもよい。このような構成によって、使用者が指掛け部１６を持って本実施形態のプリ
ンターを持ち上げたとき、対向部材８０における水平板部８０ｂと垂直板部８０ｃとの角
部が変形することを抑制する。
【０１１６】
　同様に、水平板部８５ｂと垂直板部８５ｃとの角部の内側には、本体部８２ａが水平板
部８５ｂから下方に立設した姿勢で複数の補強部材８２が備えられ、使用者が図１（ａ）
の指掛け部９を持って本実施形態のプリンターを持ち上げたとき、対向部材８５における
水平板部８５ｂと垂直板部８５ｃとの角部が変形することを抑制する。尚、補強部材８２
は、備えなくてもよい。本実施形態のプリンターのその他の構成は、実施形態１で説明し
た構成と同じである。
【０１１７】
　以上、本実施形態で説明したガード部１８，６０は、金属フレームである対向部材８０
，８５を含み、対向部材８０，８５は筐体４の金属フレームである底板部７０に固定され
る。この構成によれば、剛性の高いガード部１８，６０が構成され、ガード部１８，６０
は筐体４に強固に固定される。
【符号の説明】
【０１１８】
　１，１ａ，１ｂ…インクジェット式プリンター、４…筐体、４ａ，４ｂ，４ｃ…側面、
４ｄ…底面、４ｅ，４ｆ…凹部、５，５ａ，６，６ａ…ケース、７，７ａ，１４，１４ａ
…蓋体、８，１５…固定部、９，１６…指掛け部、１２…用紙カセット、１３…開口部、
１８，６０…ガード部、２０…記録ヘッド、２２，２３…接続チューブ、２５…インク供
給チューブ、３０…インク収容体、３３…インク袋、３５…格納部、４０ｂ…延在部、５
０…用紙カセット、５１…増設カセットユニット、７０…底板部、８０，８５…対向部材
。
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